
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
三
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一

政
党
の
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

会
計
責
任
者

一
以
上
の
市
町
村
等

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
職
の
種
類

の
区
域
を
単
位
と
し

届
出
年
月
日

の

氏

名

て
設
け
ら
れ
る
支
部

国

民

民

主

党

徳

島

県

令

和

八

年

飯

泉

嘉

門

山

口

泰

輝

板

野

郡

松

茂

町

長

岸

二

七

一

衆
議
院
議
員

○

第

２

区

総

支

部

二

月

二

十

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

会
計
責
任
者

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

届
出
年
月
日

の

氏

名

三
好
市
池
田
町
白
地
ノ
ロ
ウ
チ

令

和

八

年

さ

い

と

う

英

司

後

援

会

齋

藤

英

司

齋

藤

英

司

六
一
番
地

二

月

四

日

令

和

八

年

吉

田

え

つ

こ

後

援

会

中

川

信

政

中

川

恵

美

子

三
好
郡
東
み
よ
し
町
足
代
二
五
四
七－

二

二

月

十

二

日

令

和

八

年

長

江

範

裕

後

援

会

長

江

範

裕

長

江

幸

美

海
部
郡
海
陽
町
大
里
字
浜
崎
四

二

月

十

七

日



令

和

八

年

お
お
さ
か
美
千
代
後
援
会

逢

坂

美

千

代

逢

坂

順

司

美
馬
市
美
馬
町
字
露
口
八
六－

一

二

月

十

八

日

令

和

八

年

た

き

は

た

由

美

後

援

会

瀧

畠

由

美

瀧

畠

修

二

三
好
市
三
野
町
芝
生
一
二
三
九－

六

二

月

十

八

日

令

和

八

年

な
か
し
ま
真
由
美
後
援
会

中

島

真

由

美

中

島

真

由

美

海
部
郡
海
陽
町
多
良
字
上
中
須
四－

四

二

月

十

八

日

令

和

八

年

戸

島

大

樹

後

援

会

戸

島

大

樹

戸

島

博

己

美
馬
市
美
馬
町
字
養
泉
三
四－

一

三

月

三

日

海
部
郡
美
波
町
奥
河
内
字
寺
前

令

和

八

年

和

佐

ま

ち

こ

後

援

会

和

佐

眞

智

子

和

佐

敏

恵

三
六
一
番
地

三

月

十

日


